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１．福島第一原子力発電所事故の教訓

②

①

③

電源対策

原子炉，格納容器及びSFP
の冷却対策

外部電源の喪失

全電源の喪失
（浸水による多重故障及び共通要因故障）

原子炉の冷却機能の喪失

炉心の損傷

格納容器の破損，原子炉建屋
への放射性物質，水素の漏えい

原子炉建屋の水素爆発

環境への大規模な

放射性物質の放出

地震の発生

大津波の襲来

【事故の推移】 【事故の教訓】 【対応方針】

④

格納容器水素爆発対策

拡散抑制・航空機燃料火災
対策

アクセスルート確保 ➄

がれき等の散乱による現場のアクセ
ス性，作業性低下等，著しい作業環
境の悪化が事故の対応を困難にして
いた

燃料補給

放射能測定

放射線防護

発電所被災状況確認

⑥

⑧

⑩

⑪

重要設備の復旧に係る予備
品の確保

⑦

全ての電源が喪失した場合の代替
手段が十分に用意されていなかった

全ての電源が喪失した場合の注水，
水源確保が十分に準備されていなか
った

炉心損傷後の影響緩和手段（格納
容器損傷防止，水素抑制，溶融炉心
落下対策，環境への放射性物質の
大量放出防止等）が整備されていな
かった

地震・津波による道路被害，放射性
物質による汚染，避難区域設定によ
り発電所への資機材供給が困難に
なった

電源喪失に伴い放射能測定機能が
喪失したため，連続的な監視ができ
ず，人の手による代替測定のみで対
応する必要があった

電源確保・崩壊熱除去に用いる非常
用海水系の機器が津波浸水で機能
喪失し復旧に時間を要した

通信連絡 ⑨

上記の対応には通信連絡を行なえ
る必要があった
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対応方針 従来の対策 新たな対策 想定している状況 備考

①電源対策 －（可搬の設備無）
可搬型の交流電源装置及び
直流電源装置

重大事故等時に常設の電源設備（非常用ＤＧ＊１，常設代替高圧電
源装置）が津波等による海水系機能喪失や機器本体の故障等で
使用不可時のバックアップとして配備

新規

②原子炉，格納容器及
びSFP＊２の冷却対
策

－（可搬の設備無）
可搬型の冷却用注水設備及
び海水送水設備

重大事故等時に常設の注水設備（非常用炉心冷却系，低圧代替
注水系等）が津波等による海水系機能喪失や機器本体の故障等
で使用不可時のバックアップとして配備

新規

③格納容器
水素爆発対策

－（可搬の設備無）
可搬型の格納容器内への窒
素供給設備

重大事故等時に格納容器内の水素・酸素濃度が上昇し水素燃焼・
爆発のリスクが生じた場合の抑制対応として配備

新規

④拡散抑制・航空機燃
料火災対策

消防自動車
可搬型の高揚程・大容量の
放水設備

原子炉格納容器破損時の放射性物質の漏えい・拡散抑制，使用
済燃料プールへの外部注水，航空機落下による航空機燃料火災
の消火対応として配備

新規

➄アクセスルート
確保

－（可搬の設備無） 土木作業用の重機
地震等で可搬型設備のアクセスルートに通行の障害（瓦礫・土砂
等）が生じた際の道路復旧用として配備

新規

⑥燃料補給 －（可搬の設備無） 燃料移送・補給用の車両
電源用や注水用の可搬型設備等を長期間継続使用する場合の7
日間分の燃料補給用として配備

新規

⑦重要設備の復旧に係
る予備品の確保

－（予備品配備無）
重要設備の予備品及び
取替用の重機

津波等で非常用ＤＧ＊１の海水冷却用ポンプの電動機等が損傷・機
能喪失した際の復旧作業用として配備

新規

⑧放射能等の測定 放射能観測車
可搬型モニタリング・ポスト及
び小型船舶等

重大事故等時に発電所から放出される放射能等の測定が行える
よう可搬型モニタリング・ポスト等を配備するとともに，海上での測
定が行えるように小型船舶を配備

強化

⑨通信連絡
衛星電話設備
（携帯型）等の配備

事故後7日分の数量確保
地震・津波等に耐性ある保
管場所に配備

重大事故等時に発電所の内外の通信連絡を行う必要のある場所
と通信連絡を行うことにより継続的な事故収束対応作業に従事す
るために配備

強化

⑨放射線防護
放射線防護具類

の配備

事故後7日分の数量確保
地震・津波等に耐性ある保
管場所に配備

重大事故等時に汚染・被ばくを抑制しながら継続的な事故収束対
応作業に従事するために配備

強化

⑩発電所被災状況確認 －（可搬の設備無）
カメラ付き・飛行型で遠隔操
縦式の監視設備

地震・津波等発生時の被災状況確認用として常設の津波・構内監
視カメラとは多様性を有する手段として配備

新規

２．福島第一原子力発電所事故の教訓に対する新たな対策

○福島第一原子力発電所事故で得られた教訓に対する新たな対策として，重大事故等の緊急時にお
いて，事故影響に対する緩和対策又はそれらの支援対策等として活用される，常設・固定式でない
可搬型／車両型の設備や資機材（以下「緊急時対応資機材」という。）について，以下に示す。

＊２ SFP：使用済燃料プール＊１ 非常用ＤＧ：非常用ディーゼル発電機
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No. 機 能 主な資機材の内容 用 途 備 考

① 電源対策
・可搬型代替低圧電源車 低圧電源設備用の交流電源供給 第8回ＷＴ

資料2-2参照・可搬型整流器 計装・制御用の直流電源供給

②

原子炉，格納
容器及びSFP
＊の冷却対
策

・可搬型代替注水大型ポンプ
原子炉注水/格納容器ｽﾌﾟﾚｲ/SFP注水等
熱交換器等の冷却用海水送水（自主）

第8回ＷＴ
資料2-3参照
第9回ＷＴ
資料3-2参照

・可搬型代替注水中型ポンプ 原子炉注水/格納容器ｽﾌﾟﾚｲ/SFP注水等

・可搬型スプレイノズル SFPへのｽﾌﾟﾚｲ散水

③
格納容器
水素爆発対策

・可搬型窒素供給装置
（窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車）

炉心損傷後の格納容器内への窒素供給に
よる水素濃度・酸素濃度の上昇抑制

第9回ＷＴ
資料3-2参照

④
拡散抑制・航
空機燃料火災
対策

・可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲
・泡混合器及び泡消火薬剤容器（大型ポ
ンプ用）
・化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自
動車及び泡消火薬剤容器（消防車用）
（自主）

・炉心損傷及び格納容器破損時等に建屋
開口部等への放水による放射性物質の
拡散の抑制
・航空機落下時の航空機燃料火災の消火

次回以降に
説明予定

・汚濁防止膜
・放射性物質吸着材（自主）

放射性物質含む汚染水の海洋拡散の抑制

３．緊急時対応資機材の概要 （1／2）

○機能ごとの緊急時対応資機材の種別を以下に示す。資機材の機能は大きく２つに区分される。

１．原子炉及び使用済燃料プールの燃料冷却や，原子炉施設が被災した際の大規模火災の消火，
放射性物質の拡散抑制等，事故影響に対する直接的な緩和機能を有する資機材 【表1参照】

２．アクセスルートの復旧・確保や各設備への燃料の補給等，１．の緩和機能を果たす際の実効性の
確保や信頼性の向上を図るためのサポート機能等を有する資機材 【表2参照】

表1 原子炉及び使用済燃料プールの燃料冷却，原子炉施設被災時等の事故影響の緩和機能を有する資機材

＊SFP：使用済燃料プール
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３．緊急時対応資機材の概要 （2／2）

No. 機 能 主な資機材の内容 用 途 備 考

➄
アクセスルート
確保

・ホイールローダ
・油圧ショベル（自主）
・ブルドーザ（自主）

外部事象等でｱｸｾｽﾙｰﾄに生じる障害を排除し
（瓦礫を撤去，土砂を整地等），ｱｸｾｽﾙｰﾄを復
旧することで車両型の資機材の通行性を確保

本資料で
説明

⑥ 燃料補給
・可搬型設備用軽油タンク
・タンクローリ

電源供給，注水等の安全対策を継続的に実施
するために必要な燃料を補給

本資料で
説明

⑦
重要設備の復
旧に係る予備
品の確保

・残留熱除去系海水系ﾎﾟﾝﾌﾟ用電動機
・非常用ＤＧ＊用海水ﾎﾟﾝﾌﾟ用電動機
・補機冷却用海水ﾎﾟﾝﾌﾟ用電動機（自主）

・予備電動機運搬用トレーラー
・予備電動機交換用クレーン

安全上特に重要で取替え可能な海水ポンプ用
電動機の予備品と取替作業用重機を発電所内
に保管。故障時には復旧作業により機能回復

本資料で
説明

⑧ 放射能等測定 ・可搬型モニタリング・ポスト等
重大事故等時に，大気中，土壌中，海上及び
海水の放射線量及び放射性物質濃度を測定

第11回ＷＴ
資料2-5参照

⑨ 通信連絡 ・衛星電話設備（携帯型）等
重大事故等時に，発電所の内外の通信連絡を
行う必要のある場所と通信連絡を行う

第11回WT
資料2-6参照

⑩ 放射線防護
・放射線防護具類
（個人線量計，全面マスク，タイベッ
ク，綿手袋，ゴム手袋等）

重大事故等時に，発電所内で汚染・被ばくを抑
制しつつ継続的に事故収束対応に従事

第11回ＷＴ
資料2-7参照

⑪
発電所被災状
況確認

・ドローン（自主）
発電所に影響を及ぼすような自然現象・外部
事象発生時の発電所構内の被災状況の確認

第5回ＷＴ
資料3-1参照

表2 表1の各緩和機能の実効性確保・信頼性向上のためのサポート機能等を有する資機材

○これらの資機材は，必要な機能に応じて，十分な容量，数量及び冗長性確保，位置的分散の考慮，使
用環境条件の耐性確保，共通要因による常設設備との同時機能喪失の回避等に配慮したものとする。

○これらの資機材を適切に組み合わせて活用することで，既存の安全設備（設計基準対象施設）による安
全対策，新たに設置する常設型の重大事故等対処設備による安全対策に加えて，可搬型である資機材
の特徴を生かした柔軟な安全対策の実施を可能としている。

＊非常用ＤＧ：非常用ディーゼル発電機
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 重大事故等時に常設の電源設備（非常用ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置）が津波等
による海水系機能喪失や機器本体の故障等による使用不可時においても，電源を供給する手段
として，可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車）及び可搬型代替直流電源設備（可搬
型代替低圧電源車，可搬型整流器）を配備する。

①電源対策（1／2）

可搬型代替低圧電源車 可搬型整流器

配備目的

 可搬型代替交流電源設備として，低圧電
源設備（燃料プール冷却系ポンプ，代替循
環冷却系ポンプ，監視計器類（交流）等）に
電源供給する。

 可搬型代替直流電源設備として，可搬型
整流器に電源供給する。

 直流電源設備（原子炉隔離時冷却系，
高圧代替注水系，逃がし安全弁，監
視計器類（直流）等）に電源供給する。

配備数等
 配備数：5台（予備1台を含む）
 容量：約500kVA/台
 電圧：440V

 配備数：9台（予備1台を含む）
 容量：約100A/台
 最大直流電圧：150V

外観
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① 電源対策 （2／2）

【可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の電源供給】
 可搬型代替低圧電源車（２台１セット）は，可搬型代替低圧電源車接続盤を介し，各P/C※1に交流
電源を供給する。

 可搬型整流器（４台１セット）は，常設する整流器が使用不可能となった場合に，可搬型代替低圧
電源車からの給電により，可搬型代替低圧電源車接続盤を介し直流電源を供給する。

 可搬型代替低圧電源車による給電は，燃料補給を行うことで，７日間の運転継続が可能である。

※1：M/C（ﾒﾀﾙｸﾗｯﾄﾞ開閉装置），P/C(ﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ)，
MCC（ﾓｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ）とは，発電機や外部電
源等の電力を設備へ供給する配電盤をいう。

※2: 可搬型代替低圧電源車接続盤は，可搬型代替低圧
電源車と各Ｐ／Ｃを接続する。また，可搬型整流器と
接続することで直流電源を供給する。

125Ⅴ系蓄電池A系

M/C 2C（※1）

P/C 2C

MCC 2C

緊急用M/C

緊急用P/C

緊急用MCC

M/C 2D

P/C 2D

MCC 2D

外部電源
より

常設代替高圧
電源装置

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
発電機2C

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
発電機2D

緊急用直流125V主母線盤直流125V主母線盤2A 直流125V主母線盤2B

▼▼
▼

125Ⅴ系蓄電池B系

外部電源
より

緊急用125V系蓄電池

可搬型代替低圧
電源車接続盤※２

可搬型代替低圧電源車

可搬型整流器

交流

直流

代替電源非常用 非常用

接続口イメージ

・代替循環冷却系ポンプ

・燃料プール
冷却系ポンプ

・原子炉隔離時冷却系
・逃がし安全弁
・監視計器類（直流）

・代替燃料ﾌﾟｰﾙ
冷却系 ﾎﾟﾝﾌﾟ
・監視計器類（交流）

・高圧代替注水系
・監視計器類（直流）

・燃料プール
冷却系ポンプ

・逃がし安全弁
・監視計器類（直流）

：直流充電を示す

：交流充電を示す
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➣重大事故等の緊急時において，原子炉圧力容器や格納容器等の冷却，使用済燃料プールの冷却
に必要な水を供給するため，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ，及び可搬
型スプレイノズルを配備。

② 原子炉，格納容器及びＳＦＰの冷却対策 （1／2）

可搬型代替注水大型ポンプ 可搬型代替注水中型ポンプ 可搬型スプレイノズル

配備目的

・原子炉注水，冷却
・格納容器スプレイ，冷却
・格納容器下部注水，冷却
・使用済燃料プール注水，冷却

・残留熱除去系熱交換器への
冷却用海水送水
（自主対策設備）

・原子炉注水，冷却
・格納容器スプレイ注水，冷却
・格納容器下部注水，冷却
・使用済燃料プール注水，冷却

・使用済燃料プールスプレイ，
冷却

配備数等
容量：約1,320m３／h／台
全揚程：約140m

配備数：2台（予備1台）

容量：約210m３／h／台
全揚程：約100m

配備数：4台（予備1台）
配備数：6個（予備1個）

外観
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【資機材の活用例（使用済燃料プールへの注水・冷却）】

➣使用済燃料プールへの注水機能の喪失や，使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因

によりプール水位が低下する場合に備え，注水できる手段を強化。

➣可搬型代替注水大型ポンプを使用し，代替淡水貯槽等の水を使用済燃料プールへ注水可能。

➣可搬型代替注水中型ポンプを使用し，西側淡水貯水設備の水を使用済燃料プールへ注水可能。

➣可搬型スプレイノズルは，使用済燃料プール全面にスプレイできるようノズル角度を設定し配置。

燃料プール冷却
浄化系ポンプより

残留熱除去系
ポンプより

常設代替交流電源設備

常設低圧代替注水
系ポンプ 代替淡水貯槽

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型スプレイノズル

接続口

接続口

バックアップ
（常設低圧代替注水設備）

更なるバックアップ
（資機材の活用）

従来の対策
（残留熱除去設備，
燃料プール冷却設備）

水
電気

新たに強化した設備

② 原子炉，格納容器及びＳＦＰの冷却対策 （2／2）

配備数：6個（予備1個）

容量：約1,320m３／h／台
全揚程：約140m

配備数：2台（予備1台）

ホース

ホース

西側淡水
貯水設備

容量：約210m３／h／台
全揚程：約100m

配備数：4台（予備1台）

可搬型代替注水
中型ポンプ

可搬型代替注水中型ポンプ又は
可搬型代替注水大型ポンプより

可搬型代替注水
中型ポンプ又は

可搬型代替注水
大型ポンプより
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③ 格納容器水素爆発対策

原子炉
圧力
容器

格納容器

原子炉建屋６階

サプレッション・チェンバ

H2E H2E

H2E

H2E

H2E

TE TE

TE TE

水素・酸素

水蒸気 水蒸気

水素・酸素

温度検出器

窒素供給装置

静的触媒式水素再結合器（ＰＡＲ）

窒素供給

窒素供給

MO

MO

圧縮機

水素
濃度計

酸素
濃度計

MO

O2E

H2E

➣炉心損傷後の，格納容器内の水素濃度・酸素濃度上昇を抑制するため，可搬型窒素供給装置より
格納容器内に窒素を供給し，窒素分圧を高める。

➣可搬型窒素供給装置は，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車で構成される。

➣窒素供給装置は，フィルタベント設備作動による排出開始前まで，格納容器内の水素・酸素濃度を
可燃限界未満に抑制できる容量を有する。

容量：約200Nm３／h／台
配備数：2台（予備2台）

窒素供給装置用電源車

容量：約500kVA
電圧：440V

配備数：1台（予備1台）
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放水砲
（重大事故等対処設備）

最高使用圧力：1.0MPa［gage］
配備数：1台（予備1台）

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）
（重大事故等対処設備）
容量：約1,380m３／h
全揚程：約135m

配備数：1台（予備1台）

汚濁防止膜
（重大事故等対処設備）
配備数：24個（予備24個）

放射性物質拡散抑制措置の概要

放射性物質吸着材
（自主対策設備）
配備数：16,200kg

（8,100kgずつ分散保管）

（地上高約56m）

（原子炉建屋）

（原子炉建屋中心から約80m以内）

（仰角65°以上）

④ 拡散抑制・航空機燃料火災対策 （1／2）

➣炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれがある場合，又は使用済燃料プール内の
燃料体等の著しい損傷のおそれがある場合は，可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲により，大気
への放射性物質の拡散抑制を行う。

➣上記の対応により放射性物質を含む汚染水が発生する場合は，汚濁防止膜及び放射性物質吸着
材により，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う。
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放水砲等を使用した航空機燃料火災対応の概要

化学消防自動車等を使用した早期火災対応の概要

④ 拡散抑制・航空機燃料火災対策 （2／2）

➣原子炉建屋周辺における航空機燃料火災が発生した場合，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），
放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤※容器（大型ポンプ用）により，航空機燃料火災への泡消火を行う。

※ 泡消火薬剤は，国際民間航空機関発行の空港業務マニュアルに規定される最大の泡消火薬剤の保有量（放射量672m３／hで

3分の消火活動を2回分）に余裕を考慮し，放射量約1,380m３／hで約20分の消火活動が可能となる容量を確保

➣上記に加えて，自主対策として，火災発生時に早期の消火活動が可能な化学消防自動車，水槽付消
防ポンプ自動車及び泡消火薬剤容器（消防車用）（自主対策設備）を使用し，上記の放水砲等のアク
セスルート確保及び建屋への延焼拡大防止等を行う。

泡消火薬剤容器
（大型ポンプ用）
容量：1m３

配備数：5個（予備5個）

化学消防自動車
水槽付消防ポンプ

自動車

水槽：1,500ℓ
泡原液槽：300ℓ

水槽：2,000ℓ

放水性能：0.85MPa，0.28m３／min以上

配備数：各2台（監視所付近及び西側・
南側保管場所に分散配備）

泡消火薬剤容器（消防車用）：
1,500ℓ／1組として2組配備

ｱｸｾｽﾙｰﾄ等
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アクセスルート複数確保 瓦礫撤去用重機の配備

ホイールローダ
（重大事故等対処設備）

油圧ショベル
（自主対策設備）

ブルドーザ
（自主対策設備）

※ バケット容量：2m３

けん引力：86kN
配備数：2台（予備3台）

※ けん引力：284.4kN
配備数：1台

※ バケット容量：0.16m３

最大掘削力：39kN
配備数：1台

⑤ アクセスルート確保 （1／3）

 重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備等の車両型資機材
を運搬するためのアクセスルートを複数確保する必要がある。

 地震，竜巻等の外部事象で発生し得る障害（瓦礫，土砂等）により，アクセスルートの
確保が困難となった場合は，ホイールローダ等の重機による復旧を行い，車両型資機材
の通行性を確保する。
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ルート上に瓦礫を配置し，重機によりルート外に撤去

瓦礫撤去訓練の概要

開始 終了 

重機
模擬瓦礫

模擬ルート

模擬瓦礫

模擬ルート

重機により土砂を撤去

土砂撤去訓練の概要

土砂

⑤ アクセスルート確保 （2／3）

 アクセスルート上に堆積した瓦礫や土砂について，ホイールローダ等の重機を用いて
ルート外への撤去や整地を行うことにより，車両型資機材の通行性を確保する。

 瓦礫及び土砂の撤去・整地に係るホイールローダ等の重機の取扱いについては，
災害対策要員に定期的に教育・訓練を実施することにより必要な力量を確保する。
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⑤ アクセスルート確保 （3／3）

 アクセスルート上に堆積することが想定される瓦礫や土砂に対し，ホイールローダが十分な性能
を有していることを机上評価及び検証試験により確認している。

 さらに，津波漂流物撤去時の作業性向上を目的として，ブルドーザ，油圧ショベルを自主対策設
備として配備する。

被害事例等の確認

・東北地方太平洋沖地震時の被害等，
過去の被害事例から，瓦礫による被
害状況を確認
・斜面崩壊時の土砂到達距離を土砂
災害に関連する文献を用いて確認

撤去能力評価（机上評価）

・被害事例等の確認結果を踏まえて
瓦礫や土砂の堆積による被害を想
定し，保守的な評価条件を設定
・保守的に設定した条件で重機による
瓦礫等の撤去能力を机上にて評価

妥当性確認（検証試験）

・評価で得られた重機の撤去能力が
妥当であることを検証試験にて確認
・重機が最大けん引力で押出し可能
であることを検証試験にて確認

文献名 土砂到達距離

原子力発電所の基礎地盤及び
周辺斜面の安定性評価技術

斜面高×1.4倍

土質工学ハンドブック 斜面高×1.4倍

土木工学ハンドブック 斜面高×0.55倍～0.79倍

土砂災害防止法 斜面高×2.0倍

宅地防災マニュアルの解説 斜面高×2.0倍

被害の評価条件
（保守的に設定）

撤去能力 評価結果
（重機仕様等から評価）

撤去能力 試験結果
（検証試験により確認）

瓦礫
建屋から建屋高さ
分の範囲に堆積

約 1.4 km／h
約 2.3 km／h 
（最小値）

土砂
斜面高さ×2.0倍
の範囲に堆積

約 66 m3／h
約 78 m3／h  
（最小値）

瓦礫は建屋周辺に堆積 土砂は斜面高×0.55倍～2.0倍まで到達

【最大けん引力の確認試験】

 被害事例等の確認結果を踏まえて保守的な条件を設
定した上で，重機仕様等から評価した撤去能力が妥当
であることを検証試験により確認している。

 検証試験では，重機が最大けん引力で押し出す能力
があることを約７ｔの模擬瓦礫を用いて確認している。

模擬瓦礫（約7t）
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⑥ 燃料補給 (1／2)

 電源供給，冷却等に用いる可搬型設備等を長期間継続使用するための燃料の補給手段として，可
搬型設備用軽油タンクを設置し，燃料移送・補給用のタンクローリを配備する。

 可搬型設備用軽油タンクは，西側及び南側の可搬型重大事故等対処設備保管場所の地下に合計8
基（予備1基含む）を設置し，210kL（30kL×7 基）の軽油を貯蔵する。なお，常設・固定式の非常用
ディーゼル発電機等及び常設代替高圧電源装置用の軽油貯蔵タンクと独立・離隔して設置する。

 可搬型設備用軽油タンクは，可搬型重大事故等対処設備（低圧電源車，注水ポンプ等）が7日間連
続運転した場合の必要量（約170kL）に余裕を見込んだ210kLの軽油を確保する。

可搬型設備用軽油タンク等の概要図

常設代替高圧電源装置置場

可搬型設備用軽油タンク（南側）
・90kL（30kL×3基，予備1基）（地下式）

可搬型設備用軽油タンク（西側）
・120kL（30kL×4 基）（地下式）

非常用ディーゼル発電機等
設置場所（原子炉建屋内）

軽油貯蔵タンク設置場所
（常設代替高圧電源装置置場地下）
・800kL（400kL×2基）
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⑥ 燃料補給 (2／2)

 燃料移送・補給用のタンクローリは，可搬型設備用軽油タンクから可搬型重大事故等対処設備へ
燃料を移送するため，西側及び南側保管場所に各々1台，合計2台（予備3台）を配備する。

 タンクローリのタンク容量（4kL/1台）は，可搬型重大事故等対処設備への燃料補給2回分（3.44kL）
以上の容量を確保している。また，燃料消費が最大時の給油シナリオにおいても必要な給油頻度
以内（最短で1回/132分）で燃料補給が可能であることを確認している（準備，片付け時間含む） 。

ホースの展開

西側，南側保管場所
・タンクローリ保管

可搬型代替低圧電源車

ホースの
接続

可搬型設備用
軽油タンクへ
のホース挿入

可搬型設備用
軽油タンクまで
移動

可搬型重大事故等対処設備

・可搬型代替低圧電源車
・可搬型代替注水大型ポンプ
・可搬型代替注水中型ポンプ
・窒素供給装置用電源車

可搬型設備用軽油タンクから
タンクローリへの給油作業

燃料補給対象設備

給
油
作
業
繰
り
返
し

可搬型代替注水大型ポンプ

作業終了燃料補給 燃料補給

タンクローリに
燃料給油

燃料補給対象
設備配置場所
に移動

タンクローリによる燃料補給作業の流れ



2-8-19

⑦重要設備の復旧に係る予備品の確保（1／2）

 事故収束させるために，津波等で機能喪失した安全上特に重要な設備の機能回復を図る
ことが有効な手段であるため，取替え可能な残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ＤＧ
＊用海水ポンプの電動機の予備品注と取替作業用の重機をあらかじめ発電所内に保管し
，復旧を早期に実施する。

安全系海水ポンプ室

残留熱除去系海水系
ポンプ用電動機

非常用ＤＧ用海水

ポンプ用電動機

予備電動機交換用

クレーン

予備電動機運搬用
トレーラー

予備品及び取替用重機保管場所，海水ポンプ設置場所

＊非常用ＤＧ：非常用ディーゼル発電機

注 これらの予備品の他，自主対策として使用済燃料プールの冷却等に用いられる
補機冷却用海水ポンプ用電動機についても予備品を確保する。

(2台)
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⑦重要設備の復旧に係る予備品の確保（2／2）

 予備品の選定
海水ポンプ室に設置している残留熱除去系海水系，非常用ＤＧ用海水系は，津波浸水で
機能喪失の可能性があるため対象機器として選定し，予備品を保有することで復旧まで
の時間が短縮でき，機能回復することで崩壊熱除去や電源確保ができる機器であること
から予備品として確保する。

 保管場所の選定
予備品等（重機を含む。）については，地震による周辺斜面の崩落，敷地下斜面のすべり
，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による浸水等の外部事象の影響を受けにくい場所
に当該海水ポンプとの位置的分散を考慮した西側・南側保管場所に保管する。

予備品の仕様等

名称 仕様 数量 保管場所

残留熱除去系海水系

ポンプ用電動機
三相誘導電動機 2台

南側保管場所

（T.P.＋25m）

非常用ＤＧ用海水

ポンプ用電動機
三相誘導電動機 1台

南側保管場所

（T.P.＋25m）

名称 仕様 数量 保管場所

予備電動機交換用

クレーン
最大吊り上げ荷重

220t
1台

西側保管場所

（T.P.＋23m）

予備電動機運搬用

トレーラー
積載荷重

20t
1台

西側保管場所

（T.P.＋23m）

予備品取替用重機の仕様等
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⑧ 放射能測定 （資料2-5参照） (1／2）

可搬型モニタリング・ポストによりモニタリング・ポストが機能喪失した場合の代替測定を行うとともに，
モニタリング・ポストの設置されていない海側等に可搬型モニタリング・ポストを設置し，放射線量を測
定する。

β線サーベイ・メータ等の可搬型放射能測定装置により，放射能観測車が機能喪失した場合の空気
中の放射性物質の濃度の代替測定を行うとともに、土壌中や水中の放射性物質の濃度を測定する。

可搬型モニタリング・ポスト

項目 内容

検出器の種類
ＮａＩ（ＴＩ）ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式検出器
半導体式検出器

計測範囲 B.G.～10９ nG／h

可搬型気象観測設備の主な仕様

配備する可搬型放射能測定装置

・可搬型ﾀﾞｽﾄ・よう素ｻﾝﾌﾟﾗ ・ＮａＩｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲ・ﾒｰﾀ・β線ｻｰﾍﾞｲ・ﾒｰﾀ・ＺｎＳｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲ・ﾒｰﾀ

可搬型気象観測設備により気象観測設備が機能喪
失した場合の代替測定を行う。

可搬型気象観測設備

項目 内容

観測項目 ・風向・風速・日射量・放射収支量・雨量

可搬型モニタリング・ポストの主な仕様
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⑧ 放射能測定 （資料2-5参照） (2／2）

放射能観測車は，周辺監視区域境界付近の放射線量及び空気中の放射性物質濃度を迅速に測定
するために，放射線量率を監視し，及び測定し，並びに記録する装置，空気中の放射性物質（粒子状
物質，よう素）を採取し，及び測定する装置等を搭載した放射能観測車を1台配備する。

小型船舶は，重大事故等が発生した場合に，発電所の周辺海域へ気体状又は液体状の放射性物
質が放出された場合，小型船舶により，周辺海域の放射線量率を電離箱サーベイ・メータで測定し，
その結果を記録するとともに，空気中の放射性物質及び海水のサンプリングを行う。

測定器の名称 検出器の種類 計測範囲

空間ガンマ

線測定装置

ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション
B.G.～10８ nGy／h

半導体

ダスト

モニタ

プラスチックシンチレーション

B.G.～10５ s－１

ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション

よう素

測定装置
ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション B.G.～10５ s－１

項目 内容

最大積載重量
350kg以上

（要員2名＋資機材を想定）

モニタリング時に持ち込む重大事

故等対処設備等

電離箱サーベイ・メータ：1台

可搬型ダスト・よう素サンプラ ：1台

採取用資機材：1式

移動方法
保管場所から船舶運搬車両等を

用いて岸壁まで運搬する。

放射能観測車の仕様

放射能観測車

小型船舶

小型船舶の仕様
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⑨ 通信連絡 （資料2-6参照）

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡
を行うため，無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び衛星電話設備（携帯型）を配備。

②通信設備（発電所内）

発電所内の配備数※１ 必要台数※２

送受話器（ページング） 約280台 ―

無線連絡設備

無線連絡設備
（固定型）

3台 ―

無線連絡設備
（携帯型）

19台（予備1台） 5台

携行型有線通話装置 15台（予備2台） 12台

電力保安通信用
電話設備

固定電話機 約180台 ―

ＰＨＳ端末 約300台 ―

ＦＡＸ 2台 ―

衛星電話設備
衛星電話設備（固定型） 8台 4台

衛星電話設備（携帯型） 11台（予備1台） 2台

加入電話設備
加入電話機 10台 ―

加入ＦＡＸ 2台 ―

テレビ会議システム（社内） 2台 ―

統合原子力
防災ネットワーク

ＩＰ電話 6台 6台

ＩＰ－ＦＡＸ 3台 3台

テレビ会議システム 1台 1台

専用電話設備
専用電話（ホットライン）
（地方公共団体向）

1台 ―

安全ﾊﾟﾗﾒｰﾀ表示ｼｽﾃﾑ（SPDS）
SPDSデータ表示装置 1台（予備1台） 1台

緊急時対策支援ｼｽﾃﾑ（ERSS）

①警報装置

④通信設備（発電所外）

※１台数については､今後､訓練等をとおして見直しを行う可能性がある。
※２設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備（ ）に対し､
重大事故等対処時の人員配置等を踏まえて設定

③SPDS
⑤データ伝送設備
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⑩ 放射線防護 （資料2-7参照）

名称
（ ）内は防災業務
計画の名称

従来から備えている放射線防護具類

（防災業務計画に定める

防災用資機材及び防災関連資機材）

今後備えることとしている放射線防護具

配備数※１

配備数 保管場所 緊急時対策所建屋 中央制御室

電子式個人線量計 54台 緊急時対策室建屋 333台 33台

タイベック

（汚染防護用装備）
54組 緊急時対策室建屋 1,166着 17着

靴下 ―※2 ― 2,332足 34足
帽子 ―※2 ― 1,166個 17個
綿手袋 ―※2 ― 1,166双 17双
ゴム手袋 ―※2 ― 2,332双 34双

全面マスク

（ダスト・マスク）
54個 緊急時対策室建屋 333個 17個

チャコールフィルタ 54個 緊急時対策室建屋 2,332個 34個

アノラック

（ＰＶＡスーツ）
54組 緊急時対策室建屋 462着 17着

長靴 ―※2 ― 132足 9足
胴長靴 ―※2 ― 12足 9足

高線量対応防護服 10着 緊急時対策室建屋 15着 ―
セルフ・エアー・セット 4台 サービス建屋 ― ―
自給式呼吸用保護具 ― ― ― 9式

放射線防護具類の種類と数量を増やし，外部からの支援なしに事故発生後7日間の活動に必要な数
を地震，津波，その他の自然現象による影響を受け難く居住性の確保された緊急時対策所建屋等に
配備する。

※1 今後，必要に応じて訓練等で見直しを行う。
※2 防災用資機材として位置付けてはいなかったが，通常時より配備している装備を適宜使用することとしていた。

保管場所の配置

従前の考え方 今後の考え方

防護具の
数量

原子力災害対策特別措置法を基に，必要な数量の算出。
事故対応の要員数に対し，凡そ３日以上の数量を確保。

事象発生後７日間は外部からの支援を受けなくても，継続して事故収束の対応に当
たれる数量を確保する。

防護具の
保管場所

事故対応の要員の活動拠点となる場所に保管し，迅速な
活動に支障を及ぼさないよう考慮。

従前の考え方に加えて，地震及び津波等の自然災害並びに重大事故等の影響受け
難い場所を保管場所とする。



2-8-25

⑪ 発電所被災状況確認

発電所に影響を及ぼすような，自然現象や外部事象が
発生した際の発電所の被災状況を確認するための手段
として，津波・構内監視カメラを導入することとしている。

更に，東海第二発電所では，本ワーキングチームに

おける指摘を踏まえ，自主的な対策としてカメラを搭載したドローン（自主対策）を配備する方針とする。

・発電所が自然現象等で被災した後，屋外作業を実施するに当たって，災害対策本部は発電所構内や

アクセスルートの被災状況等を把握するため，津波・構内監視カメラの監視映像の確認や，目視によ

る直接確認を行い，構内の被災状況を把握する。

・津波・構内監視カメラとして，原子炉建屋の屋上及
び防潮堤の上部に，耐震性を有するカメラ（赤外線
式）を設置する。

・発電所内及び発電所外を含め広範な範囲で，津波
等の自然現象・外部事象の兆候を昼夜にわたり中
央制御室の運転員が定期的な巡視点検により監視
可能となる。

津波・構内監視カメラの主な仕様

ドローンの機種の例

項 目 仕 様

対角寸法 約35㎝

重量 約1.5㎏

最高時速 70㎞/h

飛行時間 約28分

最大転送距離 約3㎞（障害物なし）

積載物 可視カメラ

ドローンの仕様の例・この確認手段の多様性を確保
する観点から，カメラを搭載し
たドローンを飛行させて発電所
構内の状況を確認する手段の
導入を検討する。

・東海第二発電所のロケーショ
ンを踏まえ，今後，具体的なド
ローンの機種選定，運用方法
等を検討していく。



2-8-26

４．緊急時対応資機材の保管場所

 緊急時対応資機材は概ね西側保管場所又は南側保管場所に保管する。このうち可搬型重大事故等対処設備は西側及び南
側に分散して保管し，バックアップは予備機置場に保管する。このうち重大事故等対応で特に重要となる原子炉建屋の外から
水又は電力を供給する設備については，必要な容量を賄うことのできる設備を２セット以上確保した上で分散して保管する。

 緊急時対応資機材のうち，事故収束対応で従事者が装備する衛星電話設備等や放射線防護具類，小型で建屋内収納できる
可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等は，地震や津波等自然現象の影響を受け難い中央制御室又は緊急時対策所建屋に保管する。



2-8-27

５．まとめ （1／2）

○緊急時対応資機材として，重大事故等の緊急時において事故影響に対する緩和対策又はその支援
対策等として活用される，常設・固定式でない可搬型／車両型の設備や資機材を導入する。

○緊急時対応資機材は，原子炉及び使用済燃料プールの燃料冷却や，大規模火災の消火，放射性物
質の拡散抑制等，事故影響に対する直接的な緩和機能を有する資機材と，アクセスルートの復旧・
確保や各設備への燃料の補給等，事故影響の緩和機能の実効性確保や信頼性向上を図るための
サポート機能等を有する資機材の両方を導入する。

○これらの資機材を適切に組み合わせて活用することで，既存の安全設備による安全対策，新設の常
設型の重大事故等対処設備による安全対策に加えて，可搬型である資機材の特徴を生かした柔軟
な安全対策の実施を可能としている。

○各緊急時対応資機材の安全対策上の効果は以下のとおり。

【事故影響の直接的な緩和機能を有する緊急時対応資機材】

①電源対策

：低圧電源車及び可搬型の整流器により，交流及び直流の電源供給が可能

②原子炉，格納容器及びSFP冷却対策

：可搬型のポンプ等により，原子炉注水，格納容器スプレイ，使用済燃料プールへの注水，

熱交換器等の冷却用海水送水等が可能

③格納容器水素爆発対策

：可搬型の窒素供給装置等により，格納容器内の水素濃度・酸素濃度の上昇抑制が可能

④拡散抑制・航空機燃料火災対策

：可搬型の大型ポンプ，放水砲，汚濁防止膜等により，大気及び海洋への放射性物質の拡散の抑
制，航空機落下火災等の大規模火災の消火が可能
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５．まとめ （2／2）

【サポート機能等を有する緊急時対応資機材】

⑤アクセスルート確保対策

：ホイールローダ等により，アクセスルートを復旧して車両型の資機材の通行性を確保可能

⑥燃料補給

：タンクローリにより，電源供給や冷却等の安全対策を継続的に実施するための燃料補給が可能

⑦重要設備の復旧に係る予備品の確保

：海水ポンプ用電動機予備品と取替作業用重機により，故障時には復旧作業により機能回復が可能

⑧放射能測定

：可搬型モニタリング・ポスト，放射能観測車及び小型船舶により，陸上及び海上の放射線量及び放
射性物質濃度を測定可能

⑨通信連絡設備

：衛星電話設備（携帯型）等により，発電所の内外の通信連絡を行う必要のある場所と通信連絡を行
うことにより継続的な事故収束対応作業への従事が可能

⑩放射線防護

：放射線防護具類により，汚染・被ばくを抑制しつつ継続的な事故収束対応作業への従事が可能

⑪発電所被災状況確認

：ドローンにより，自然現象・外部事象発生時の発電所構内の被災状況の確認が可能


